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顕

正

新
羅
国
、
法
相
宗
系
の
学
匠
憬
興
師
(
6
2
0
頃
-
7
0
0
頃
-
)

は
、
第
三
十

代
文
武
王

(在
位
6
6
1
-
6
8
1
)
、

第
三
十

一
代
神
文
王

(在
位
6
8
1
-
6
9
2
)

の
時

代
に
、
王

の
命
に
よ
り
国
師

・
国
老
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
第
三
十

三
代
聖
徳
王

(在
位
7
0
2
-
7
3
7
)
の
時
代
ま
で
活
躍

さ
れ
た
と
お
も
わ
れ

る
。憬

興
師

の
出
世
年
代

は
、
『
三
国
遺
事
』
(大
正
・
四
九
・
一
〇
二
二
-

一
〇

一
三
頁
)
巻
第
五

「
感
通
第
七
」
の
条
下
に

「憬
興
遇
聖
」
と
題
し

て
、
伝
記

の
一
端
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
年
十
八
歳

で
出
家
し
、
神
文
元
年
に
国
師

・
国
老
と
な
り
、
三
郎
寺
に
住
し
た
等

と
記
さ
れ
て
あ
る
。
神
文
元
年
は
唐
の
高
宗

の
開
耀
元
年

(186
)
に
当

り
、
開
耀
元
年
は
永
隆
二
年
に
改
元
さ
れ
た
年
号
で
あ
る
。

よ

っ
て
、
憬
興
師
の
出
世
年
代
は
、
階
(
5
8
9
-
6
1
8
)

滅
亡
し
、
唐
朝
成

立

(
916
)
の
時
期
の
前
後
、
六
二
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
国

師

・
国
老

と
な
ら
れ
た
の
は
六
八

二
年

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
は
六
十

歳
頃
と
お
も
わ
れ
る
。
寂
年
時
は
不
詳
で
は
あ

る
が
、
七
〇
〇

年
頃

か
、

そ
れ
以
後
し
ば
ら
く
は
晩
年
ま
で
、
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
憬
興
師
の
現
存
著
述

の
中
、

と
く
に
、
そ

の
名
著

『
無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
』
(述
文
賛
)
(大
正
.
 三
七
)
に
お
い
て
、
『
無

量
寿
如
来
会
』
(唐

・
菩
提
流
志

(覚
愛
)
訳
)
(
7
0
6
-
7
1
3

頃
の
訳
出
)
の
経

文
が
引
用
さ
れ
て
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
窺
わ
れ
る
。

ま
た

『
述
文
賛
』
(下
巻
)
に
お
い
て
、
所
謂
、

釈
迦
指
勧
分
の
浄
繊

析
厭
を
説
く
と
こ
ろ
の

「有
田
憂
田
有
宅
憂
宅
-
(
乃
至
)
-
重
思
累
息

憂
念
愁
怖
」
の
経
文
を
釈
す
る
条
下

に
、
「総
顕

二貧
過
こ

と
科
す

る

中
を
三
分
科

(推
求
苦
。
守
護
苦

散
失
苦
)
し
て
、
そ
の

「守
護
苦
」

と
科
す
る
中
に
お
い
て
、
そ
の
経
意
を
釈
し
て
、

今
即
准
浄
伝

有
云
三
衣
十
物
者
蓋
是
訳
者
之
意

離
分
為
二
二
処
三

不
レ

ト
ク

依
二梵
本
一

別
道
三
二
衣
-
折
(
析
)
二
開
十
物
一
(大
正
三
七
・
一
六
四
頁
)

等
と
い
っ
て

『
浄
伝
』
の
説
を
挙
げ
て
あ
る
。

そ
の

『
浄
伝
』
と
は
、

渡
天
三
蔵
義
浄

(戒
律
の
研
究
者
。
6
3
5
-
7
1
3
)

の
旅
行
記

『
南
海
寄
帰
内
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法
伝
』
(南
海
寄
帰
伝
・
四
巻
)
(大
正
五
四
)
を
言
う
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

巻
二
の

「
十

・
衣
食
所
須
」
(
二
一
二
頁
的
)
(
三
衣
・
六
物
・
十
三
資
具
)

を
明
す
と
こ
ろ
の
文
を
、

そ
の
ま
ま
引
用
し
て
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

憬
興
師
の
寂
年
時
が
想
定
さ
れ
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

義
浄
三
蔵

(
6
2
3
-
7
1
3

(
は
、
唐
高
宗
の
域
亨
二
年

(
6
7
1
)

三
十
七
歳

の

時
、
海
路

イ
ン
ド
に
渡
り
、
遊
歴
二
十
五
年

に
し

て
、
唐
中
宗

の
頃

(則
天
武
后

(
6
9
0
-
7
0
5
)

が
実
権
を
握
る
武
周
革
命
の
頃
(
す
な
わ
ち
六
九

六

(ま
た
は
、
六
九
五
)
年
帰
朝
し
た
の
で
あ
る
が
、

イ
ン
ド
よ
り
の
帰

途
、
室
利
仏
誓

(
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
)
11
(現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
・

ス
マ
ト
ラ
の
パ
レ
ン
バ
ン
)
に
上
陸
し
、
四
年
滞
留
の
間

に

『
南
海
寄
帰

内
法
伝
』
(
四
巻
)
と
、
『大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
(
二
巻
)
と
を
著
わ

し
、
そ
の
帰
朝
に
先
立

っ
て
、
母
国
に
か
え
る
船
舶
に
此
の
書
を
本
国

の
道
友
宛
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
実

に
よ
っ
て
、
そ
の

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
が
、
義
浄
三
蔵

の
帰
朝
後
、

幾
年
か
す
ぎ
て
新
羅
に
伝
来
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
伝

来
は
七
〇
〇
年
の
前
後
か
と
想
わ
れ
る
。
こ
の
説
が
採
用
で
き
る
な
ら

ば
、
恐
ら
く
憬
興
師
は
八
十
歳
以
上
(
7
0
0
-
)
ま
で
は
生
存

さ
れ
た
と

決
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
を
考
察
す
る
と
、
憬
興
師
は
、
新
羅
の
国
、
第
二
十
六

代
真
平
王

(白
浄
王
.
 在
位
5
9
7
-
6
3
2
)

の
時
に
生
誕
さ
れ
、
第
三
十
二
代

孝
昭
王

(在
位
6
9
2
-
7
0
2
)

に
至
る
新
羅

の
七
王
朝
時
代
に
生
存
し
活
躍
さ

れ
た
高
僧
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
さ
ら
に
考

察
す
る
な
ら
ば
、
第
三
十
三
代
聖
徳
王

(在
位
7
0
2
-
7
3
7
)

の
治
世
に
寂
さ

れ
た
と
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
代
を
、
我
国
に
当
て
る
な
ら
ば
、
推
古
朝

(
5
9
2
-
6
2
8
)

の
終
り

よ
り
持
統
朝

(
6
8
6
-
6
9
7
)
、

文
武
朝

(
6
9
7
-
3
0
6
)

の
間
、
す
な
わ
ち
、
飛

鳥

・
白
鳳
時
代
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

二

憬
興
師
に
お
い
て
は
、
多
く
の
著
述
の
存
し
て
い
た
こ
と
は
、
大
正

蔵
経
第
五
十
五
巻
所
収
の

『
東
域
伝
燈
目
録
』
、
『
新
編
諸
宗
教

蔵
総

録
』
(高
麗

義
天
目
録
)
、
『
注
進
法
相
宗
章
疏
』
、
『
法
相
宗
章

疏
』
等

を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
の
著
書

が
散
逸

し
て

い
る

中
、
浄
土
の
三
部
経
に
関
す
る
著
述
に
は
、
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
』

三
巻

(或
云
二
巻
11
東
域
伝
燈
目
録
)
、
『
観
無
且畢
寿
経
疏
』
二
巻

(散
逸
)
、

『
阿
弥
陀
経
略
記
』

二
巻

(
散
逸
)
を
著
わ
し
て
い
る
が
、
『
観
無
量
寿

経
疏
』
は
浄
土
宗
鎮
西
派
良
忠
師

の

『観

経
伝

通
記
』
・
『
浄
土
宗

要

集
』
(東
宗
要
)
に
は
、
処

々
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
そ
の

一
部
分

の
断
片
的
な
注
解
は
窺
う
こ
と
が
出
来

る
。
(『観
経
疏
』
は
上
に
あ
げ
た

目
録

・
章
疏
等
に
は
全
く
挙
げ
て
な
い
)
。

い
ま
は
、
『
述
文
賛
』
に
ょ

っ
て
、
憬
興
師

の
無
量
寿
経
第
十
八
願

観
を
窺

っ
て
み
た
い
と
思
う
。
因
に
、
憬
興
師
は

『
無
量
寿
経
』
の
訳

者
は
、
西
晋

の
竺
法
護
訳
と
い
っ
て
あ
る
。

憬
興
師
の
無
量
寿
経
第
十
八
願
観

(渡

辺
)
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三

(
1
)

『
述
文
賛
』
に
お
け
る
無
量
寿
経
の
科
段
は
、
詳
細
に
、
し
か
も
丁

寧
に
大
科

・
分
科
さ
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
中
、
憬
興
師
は
四
十
八
願
を

釈
す
る
に
あ
た

っ
て
、
「
正
申
二
己
願

こ

と
分
科
し
て
、
四
十

八
願

に

略
し
て
三
意
あ
り
と
い
っ
て
あ
る
。

一
、
求
仏
身
願

(第
十
二
・
十
三
・
十
七
願
)
。
二
、
求
仏
土
願

(第
三
十

一
・
三
十
二
願
)
。三
、
利
衆
生
願

(余
の
四
十
三
願
)

と
い
い
、
さ
ら
に
、
此
の
三
意
を
以

っ
て
四
十
八
願
を
釈
す
る
に
㈲
あ

り
と
い
っ
て
、

(一)
初
の
十

一
願

(摂
衆
生
願
)

(二)
次
の
二
願

(摂
仏
身
願
)

(三)
次
の
三
願

(摂
衆
生
願
)

(四)
次
の
一
願

(第
十
七
願
)
(摂
仏
身
願
)

(五)
次
の
十
三
願

(摂
衆
生
願
)
(第
十
八
願
-
第
三
十
願
)

(六)
次
の
二
願

(摂
仏
土
願
)

(七)
後
の
十
六
願

(摂
衆
生
願
)

等
と
示
さ
れ
て
あ
る
。

そ
の
中
、
(五)
摂
衆
生
願
の
十
三

の
願
を

「摂
人
天
願
」
・
「摂

菩
薩

願
」
に
分

け
、
さ

ら
に

「摂

人
天
願
」
を
一
二
つ

(9
摂
二往
生
者
一

(二)

摂
二
所
生
報
一)

に
分

け
、

そ

の

「
(一)

摂

二
往

生

者

一」

の
中

を

ば
、

第

十

八

願

(摂
上
品
願
)
、
第
十
九
願

(摂
中
品
願
)
、
第
二
十
願

(摂
下
品
願
)
等

の
三
願
に
分
け
ら
れ
て
あ
る
。

こ
れ
は
、
新
羅
の
法
位
師
が
、
第
十
八
願
を
上
三
品
と
し
、
第
十
九

願
を
中
三
晶
と
し
、
第
二
十
願
を
下
三
品
と
す
る
説
に
依

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
憬
興
師
は
第
十
八
願
釈
下
に
お

い
て
、
新
羅
の
義
寂

師
が
、
第
十
八
願
を
摂
下
品
と
し
、
第
十
九
願
を
摂
上
品
と
し
、
第
二

十
願
を
摂
中
品
と
す
る
説
を
破
斥
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
あ
る
。

ト
イ
フ
ハ

有
説
初
下
品
次
上
品
後
中
品
非
也

非
三唯
乱
二次
第

亦
違
二
観
経
不
7除
二

五
逆
一

然
彼
経

(観
経
)
云
下作
二五
逆
罪
一得
占
生
二浄
土
一

違
三
此
願
云
二

唯
除
五
逆
誹
諺
正
法
一

故
従
レ昔
会
釈
自
成
二百
家
一
(大
正
三
七

・
二
五

一

-
一
五
二
頁
)

す
な
わ
ち
、
義
寂
の
説
の
如
き
は
、
次
第
を
乱
す
の
み
な
ら
ず
、
観

経
に
五
逆
を
除
か
ず
と
す
る
に
相
違
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、
観

経
に
は
五
逆
罪
を
作

っ
た
も
の
で
も
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る

と
す
る
け
れ
ど
も
、
第
十
八
願
文
に
は

「唯
除
五
逆
誹
諺
正
法
」
と
あ

る
か
ら
、
昔
か
ら
観
経
の
五
逆
罪
往
生
と
、
無
量
寿
経
の
第
十
八
願

の

唯
除
逆
諺
の
問
題
に
つ
い
て
、
百
家

(多
く
の
学
説
)
の
会
釈
の
あ
り
し

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
あ
る
。
(憬
興
師
は
観
経

(前
)
、寿
経

(後
)
、
の
観

前
寿
後
説
を
立
て
る
と
い
っ
て
三
義
を
あ
げ
て
理
由
を
の
べ
て
あ
る

(大
正
三

七
・
二
三
一
頁
))

よ
っ
て
、
憬
興
師
は
、
古
来
の
逆
諺
除
取
説
に
つ
い
て
、
十
三
家

の

説
を
あ
げ
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

マ
タ
(
サ
ラ
ニ
)

(
一
)

有
説
亦
諺
二
正
法

一者
除

唯
造
二
五
逆

轍者
生

有

難

レ
此
言

彼
経

ザ
レ
バ

セ

(
観
経
)
亦

云
二
具
諸
不
善

一

若
不
二
諺
法

鰯即
不
レ
可
レ
言
二
具
諸
不
善

一
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如
何
乃
言
下唯
造
二五
逆
一得
占
生
二浄
土
一

此
難
非
也

こ
の
説
は
、
義
寂
師
の

『
無
量
寿
経
述
義
記
』
の
説
で
あ

っ
て
、
観

経
に
は
正
法
を
誹
諺
す
る
者
を
除

い
て
、
た
だ
五
逆
を
造

っ
た
者
だ
け

が
往
生
す

る
と
い
う
説
を
破
斥
し
て
、
憬
興
師
は
、
「若
謂

彼
経
具
諸

ト
ア
ル

ニ

不
善

故
」
云
云
と
い
っ
て
、
観
経
に
は
具
諸
不
善
と
あ
る
か
ら
、
そ

の
中
に
諺
法
も
含
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
逆
者
の
往
生

の
み
を
説
く
は
不
可
で
あ

っ
て
、
五
逆
も
具
諸
不
善
に
属
す
る
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
批
判
さ
れ
て
あ
る
。

ズ
レ
バ

ロ

有
説
此
除
レ
不
レ
悔

彼
之
説
レ
悔

此
亦
不
レ
然

既
十
念
中
念

別
滅

ニ

ニ

ロフ
バ

ニ

八
十
億
劫
生
死
之
罪
一応
レ無
下悔
与
二不
悔
一別
上故

若
更
有
二別
讖
悔
法
一

者
即
於
二下
品
下
生
文
中
一都
無
故

こ
の
説

は
、
元
暁
師
(
6
1
7
-
6
8
6
)

の

『
無
量
寿
経
宗
要
』
・
『
遊
心
安
楽

道
』
(元
暁
?
)

の
説
で
あ

っ
て
、
『安
養
集
』
(十
ノ
七
六
)
に
引
用

さ

れ
て
あ
る
。
憬
興
師
は
、
此
の
説
に
対

し
て

「此
亦
不
レ
然
」
と
い
っ

て
、
第
十
八
願
は
讖
悔
し
な
い
者
を
除
く
と
す
る
に
対
し
て
、
観
経
は

讖
悔
を
説
く
か
ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
罪
が
消
滅
し
て
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
す
る
説
を
破
斥
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
観
経
下

々
品
の
十
念
は
、
念

々
の
中
に
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
と
あ
る

か
ら
、
讖
悔
の
有
無
に
ょ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。

日

有
説
対
ー一未
造
者
一言
レ除

対
二
已
造
者
一説
レ生

此
亦
不
レ然

こ
の
説

は
、
長
安
西
明
寺
の
住
僧
、
道
闇
師
の
説
で
あ

っ
て
、
道
閤

師
は
道
紳
禅
師
に
帰
依
し
た
浄
土
教
家

で
あ

っ
て
、
善
導
大
師
の
同
門

ま
た
は
先
輩
か
と
お
も
わ
れ
る
。
『
観
経
疏
』
(散
逸
)
の
説
で
あ

っ
て
、

『安
養
集
』
(十
ノ
五
十
三
)
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
。

こ
の
説
に
対
し
て
、

憬
興
師
は
、
有
説
に
未
造
者
に
対
し
て
は
除
く
と
い
い
、
已
造
者
に
対

し
て
は
生
ず
と
す
る
説
も
不
合
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
な
ら
ば
、

未
造
の
者
を
除
い
て
、
已
造
の
者
が
往
生
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
未
造

の
者
は
五
逆
を
造
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
と
主
張
し

て
、
有
説

(道
闊
師
の
説
)
の
不
合
理
な
こ
と
を

難
じ
て

い
る

の
で
あ

る
。

シ
ク

(四
有
説

正

五
逆
者
除

(寿
経
)

五
逆
類
者
生

(観
経
)

此
亦
不
レ然

と
い
っ
て
、
憬
興
師
は
「無
レ
有
下
聖
教
説
こ五
逆
類

一名
中
五
逆
上
故

不
レ

可
二彼
経
五
逆
言
7類
」
と
い
っ
て
、
有
説

(
?
)
を
批
判
し
て
あ
る
。

ニ

ル

ハ

キ
ヨ
ウ

田

有
説

重
心
造
者
除

軽

心
造
者
生
欺

此
亦
不
レ然

と
い
っ
て
、
憬
興
師
は

「誹
諺
正
法
必
有
二軽
重

ー不
レ
可
三
唯
言
二
除
不

生
】故
」
と
い
っ
て
、
有
説

(
?
)
を
批
判
し
て
あ
る
。

因

有
説

除
即
第
三
階
造
二五
逆
ー者

生
則
第
二
階
造
逆
者

此
亦
不
レ

然
こ
の
説
は
、
三
階
教
の
教
祖
信
行
禅
師
(
5
0
4
-
5
9
4
)

の
説
で
あ

っ
て
、

ト
イ
フ
ハ

憬
興
師
は

「衆
生
有

レ
三

非
二聖
教

一故
、

設
有
二
聖
説

一亦
違
下
自

ハゼ
 ス

ヲ

マ
タ

シ

ク
バ

ノ

許
中
第
三
階
人
不
レ
行
二普
法
一

有

逆
無
逆
皆
不
占
得
レ生

若
如
レ
所

レ

フ

ニ

ク

ク
ト

ヲ

言

応

レ
説

三
唯

除

二
第

三

階

一

而

言

二
除

逆

ー唯

有

一ー虚

言

ー故

」

と

い

っ

シ

て
、
信
行
禅
師
の
三
階
教

の
説
を
批
判
し
て
あ
る
。

憬
興
師
の
無
量
寿
経
第
十
八
願
観
 (渡

辺
)
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(七)

有
説

除
者
先
遮

(寿
経
)

生
者
後
開

(観
経
)

此
亦
非
也

こ
の
説

は
、
迦
才

(
6
2
6

頃
)
(唐
の
太
宗
、
貞
観
の
治
の
頃
の
人
)
の

『
浄

土
論
』
(五)

の
説
で
あ

っ
て
、
「寿
経
に
除
く
は
是
れ
遮
門
、
観
経

に
取

る
は
是
れ
開
門
な
り
」
と
い
う
説
を
憬
興
師

は
批
判

し
て
、
「先
遮
若

実
生

後
開
実
応
レ
不
レ
生
故
」
と
述
べ
て
あ
る
。

(八)
有
説

未
レ発
二菩
提
心
噌造
逆
者
除

(観
経
)

已
発
二菩
提
心
一作
逆
者
生

(寿
経
)

此
亦
不
レ然

こ
の
説

は
、
道
闇
師
の
説
で
あ

っ
て
、
『
安
養
集
』
(十
ノ
五
十
三
)
に

引
用
さ
れ
て
あ
る
。
憬
興
師
は
、

こ
の
説

に
対

し
て
、
「
已
発
菩
提
心

ス
ル
モ
ノ
ハ

若
退
失

者

応
下
如
二未
発
心
一不
占
得
レ
生
故

若
不
退

心
者
必
不
レ
作

レ
逆
故
」

と
い
っ
て
批
判
さ
れ
て
あ
る
。

(九)

有
説

除
即
対
レ仏
説
二五
逆
罪
決
定
一故

生
即
対
レ仏
説
二五
逆
等
皆

不
定
一故

此
亦
不
レ然

こ
の
説

は
、
義
寂
師

(
7
c
-
8
c

初
)
の

『
無
量
寿
経
述
義
記
』
て即)
の

無
量
寿
経
下
巻
の
本
願
成
就
文
の
釈
下

の
文

で
あ

っ
て
、
『
安
養
集
』

(十
ノ
五
十
四
)
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
憬
興
師
は
、

チ

ス

「
不
善
順
生

後
受
業
等

皆
応
レ例
二此

五
逆
罪
等
一

便
成
二大
過

一

故
」
と
い
っ
て
批
判
さ
れ
て
あ
る
。

(
1
0
)
有
説

若
宿
世
中
無
二
道
機

一
(
根

(
大

正
蔵

経

・
浄
全

・
安

養

集
)
)

ズ
ル
ノ

者

既
作
二
五
逆

一終
無
二
生

理

一

其
先
発

二菩

提

心
一錐
三
復

逢
レ
縁

造
二

五
逆
等

一必
生
二深
悔

一亦
得
二
往
生

一

善
趣
之

人
有
下
作
二
五
逆

一諺
中
正
法
上

故

二
文
各
談
レ
一

互
不
二
相
違

一

此
亦
不
レ
然

こ
の
説
は
、
浄
影
寺
慧
遠
師
(
5
2
3
-
5
9
2
)

の

『
観
経
義
疏
』
(末
)
の
説

で
あ

っ
て
、
『
安
養
集
』
(十
ノ
四
十
九
)
に
引
用

さ
れ
て
あ
る
。

こ
の
説

シ

ナ
ル

に
対
し
て
憬
興
師
は
、
「宿
世
之
言
応
二
無
用
一故

現
発
二菩
提
心
}逢
レ

縁
作
レ
逆
応
二亦
生
一故

又
彼
善
趣
即
十
信
故
作
逆
諺
法
必
無
二
此
理

一

前
已
説
故
」
と
い
っ
て
批
判
さ
れ
て
あ
る
。

ノ

(ニJ

有
説

二
念
念
仏
者
除

十
念
念
仏
者
生

此
必
非
也

こ
の
説
は
、
新
羅
法
位
師

(充
中
頃
)
の

『
無
量
寿
経
義
疏
』
の
説
で

あ

っ
て
、

こ
の
説
に
対
し
て
憬
興
師

は
、
「即
違
三
此

云
二
乃
至
十
念

幡

故
」
と
い
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

二
念

の
念
仏
は
除
き
、

十
念
の
念
仏
は
往
生
す
る
と
主
張
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ば
、
第
十
八
願
の
乃
至
の
言
葉
の
中
に
、

二
念
二
念
が
含
ま
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

日

有
説

除
者
具
十
、
不
具
十
、
悉
不
レ得
レ生
故

生
者
唯
具
ニ十
声
一故

此
亦
不
レ然

こ
の
説
は
、
『
群
疑
論
探
要
記
』
の
著
者
道
忠

師
に
よ
れ
ば
、
群
疑

(
2
)

論
の
著
者
懐
感
師
の
正
義
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
矢
吹
慶
輝
博
士

の

『
三
階
教
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
懐
感
師
の
説
と
す
べ
き
か
否
か
に

つ
い
て
異
説
あ
り
と
述
べ
て
あ
る
。

こ
の
説
は
、
除
く
と
い
う
は
、
十
念
を
具
す

る
も
具
せ
ざ
る
も
悉
く

往
生
は
出
来
な
い
。
唯
十
声
を
具
す
る
者

の
み
が
往
生
す
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
説
も
非
で
あ
る
と
批
判
し
て
、
「
錐
レ
兼
二
不
具
十
声
一既
亦

申
二
具
十
念

一応
下
如
二彼
経
一(観
経
)
不
占
可
レ
除
故

今
即
此
経
(寿
経
)
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上
三
生
中
、
必
無
二作
逆

一故
須
レ除
レ
之

彼
説
二
下
生
一錐
レ
作
二
五
逆
一

若
備
二十
念

一亦
得
レ
生
故
無
二
違
可
ワ
釈

不
レ
応
下
難
言
中
中
品
三
生

亦

無
二作
逆
一故
上

不
レ
須
レ除
者
発
菩
提
心
修
諸
功
徳
即
非
一一作

逆
哺義
既

顕
故

但
誹
諺
正
法
罪
既
深
重

於
二無

数
劫
一受
二苦
報

一故

仮
具
二

十
声

脚必
不
レ
得
レ生
,
 所
以
聖
教
更
無
二異
説
一入
二諸
不
善

一者
過
難
多

故
」
等
と
述
べ
て
あ
る
。

(一三)

有
説

此
経
十
念
依
二十
法
一而
念
非
二仏
名
一故

即
弥
勒
所
問
十
念
是

也

此
亦
不
レ然

こ
の
説

は
、
新
羅
法
位
師

(充
中
頃
)
の

『
無
量
寿
経
義
疏
』
の
説
で

あ
っ
て
、
『
安
養
集
』
(十
ノ
五
十
七
)
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
。
法
位
師
は

第
十
八
願

の
乃
至
十
念
を
ば
十
法
十
念
等
と
解
釈
さ
れ
て
あ
る
の
に
対

し
て
、
憬
興
師
は
、
「彼
経
十
念
即
非
二凡
夫
一必
非
三
上
品

三
生

所
二能

修
一

故
今
即
還
同
二観
経
十
念
一

上
輩
・亦
修
二十
念

一理
無
レ
違
故

欲

レ
顕
一二

二
等

言
二
乃
至
こ

等
と
述
べ
て
批
判
さ
れ
て
あ
る
。
す
な
わ

(
3
)

ち
、
法
位
師
は
、
第
十
八
願
文
の
十
念
は
十
法
に
依
る
の
で
あ

っ
て
、

念
は
仏
名
を
念
ず
る
の
で
は
な
い
。
『
弥
勒
所
問
経
』
の
十
念

が

こ
れ

で
あ
る
と
す
る
説
も
不
可
で
あ

っ
て
、
も
し
も
、
法
位
師
の
説
の
如
く

す
れ
ば
、
第
十
八
願
文
の
十
念
は
凡
夫
の
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
必
ず
し
も
上
品
三
生
の
者

の
能
く
修
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。
憬
興
師
は
、
第
十
八
願
文

の
十
念
も
、
観
経
下
々
品
の
十
念

も
同

二
で
あ
る
と
理
解
し
、
『
弥
勒
所
問
経
』
の
十
念
を
指
す
も

の
で

は
な
く
て
、
上
輩
も
下
輩
も
十
念
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
に
往

生
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
経

の
相
違

は
な

い
と
し

て
、
そ
の
乃
至
十
念
は
、
十
法
十
念
に
限
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く

て
、

一
念
二
念
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
に
乃
至
と
す
る
の
で
あ
る
と
理
解

す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

(
4
)

し
た
が

っ
て
、
憬
興
師
の
主
張

す
る
十
念

は
、
十
法
十
念

で
も
な

(
5
)

く
、
称
名
の

一
法
十
念
で
も
な
く
て
、
第
十
八
願

の
十
念
も
観
経
の
十

念
も
、
共
に
十
声
称
仏
の
十
念
を
主
張
し
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
憬
興
師
の

『
述
文
賛
』
の
第
十
八
願
釈
下
の
逆
諺
除
取
論
に

つ
い
て
の
十
三
家
の
説
を
探
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
口
日
日

の
説
は
十
念
論
に
つ
い
て
の
解
釈
の
批
判

で
あ

る
。
而
し

て
、
次

に

「傍
論
且
止
応
レ
釈
二本
文
一」
と
い
っ
て
、
行
と
信
に
つ
い
て

の
詳
論

は
な
く
、
直
ち
に
第
十
九
願
釈
を
な
し
て
い
る

が
、
「
信
」
に
関
す

る

説
明
に
つ
い
て
は
、
「信
者
誠
也
」
((中)
大
正
三
七

一
四
九
頁
)
、「
令
レ
去
二

軽
諺
ー生
二信
楽
一故
」
(的
大
正
三
七

一
六
〇
頁
)
と
い
い
、
「
行
」
に
つ

い
て
は
、
「専
求
往
生

一
念
十
念
皆
得
径
生

可
レ
謂
二難
生
中
之
易
一也
」

ナ
リ
ト
モ

(
(下)
大
正
三
七
.
 
一
六
四
頁
)
、
「
十

念

相

続

微

善

能

滅

二
諸

罪

一」

(
的
大

正

シ
テ

ズ
レ
バ

シ
テ

ク

三
七

・

二
六
九
頁
)
、
「
十

念

称

仏

念

別

能

除

二
八

十

億

劫

生

死

之

罪

こ

(
的
大

正
三
七

・
一
六
九
頁
)
等

と

他

の
箇

所

に

述

べ
ら

れ

て

あ

る
。

1

拙
著

『
新
羅

・
憬
興
師
述
文
賛

の
研
究
』
第

三
節

「
述
文
賛

の
科
段

と

そ

の
大
要
」
参

照
。

2

矢
吹
慶
輝
博
士
著

『
三
階
教
之
研
究
』

五
五
〇

頁
。

3

『
大
宝
積
経
』

第
九
十

二

(
発
勝
志
楽
会
)
(
大
正
十

一
・
九

二
八

頁
)
。
『
発
覚
浄
心
経
』
巻
下

(
大
正
十

二

・
五
二
頁
)
。
4
、
5

の
註
は
略
す
。

(
龍
谷
大
学

大
学
院
修

了
)

憬
興
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